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【 白紙 】 

 

 

 



－ 1 － 

改正案 現行 

第 1号様式(第 4条関係) 

・「あて」を「宛」に改め、「㊞」を削る。 

 

第 1号様式(第 4条関係) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第９号 資料 



－ 2 － 

改正案 現行 

第 1号様式の 2(第 4条関係) 

・「あて」を「宛」に改め、「㊞」を削る。 

 

 

第 1号様式の 2(第 4条関係) 

 

 



－ 3 － 

改正案 現行 

第 1号様式の 3(第 8条関係) 

・「㊞」を削る。 

 

 

第 1号様式の 3(第 8条関係) 

 

 



－ 4 － 

改正案 現行 

第 2号様式(第 10条関係) 

・申請者押印欄を削る。 

 

 

第 2号様式(第 10条関係) 

 

 



－ 5 － 

改正案 現行 

第 2号様式の 2(第 10条関係) 

・「あて」を「宛」に改め、「㊞」を削る。 

 

 

第 2号様式の 2(第 10条関係) 

 

 



－ 6 － 

改正案 現行 

第 2号様式の 3(第 10条関係) 

・「あて」を「宛」に改め、「㊞」を削る。 

 

 

第 2号様式の 3(第 10条関係) 

 

 



－ 7 － 

改正案 現行 

第 2号様式の 4(第 10条関係) 

・申請者押印欄を削る。 

 

 

第 2号様式の 4(第 10条関係) 

 

 



－ 8 － 

改正案 現行 

第 2号様式の 5(第 10条関係) 

・「校長」を「校長は教育長宛、所属職員は校長宛」に改め、「㊞」

を削る。 

 

 

第 2号様式の 5(第 10条関係) 

 

 



－ 9 － 

改正案 現行 

第 2号様式の 6(第 10条関係) 

・「㊞」を削る。 

 

 

第 2号様式の 6(第 10条関係) 

 

 



－ 10 － 

改正案 現行 

第 3号様式(第 10条関係) 

・「㊞」を削る。 

 

 

第 3号様式(第 10条関係) 

 

 

 



－ 11 － 

改正案 現行 

第 3号様式の 2(第 10条関係) 

・申請者押印欄を削る。 

 

 

第 3号様式の 2(第 10条関係) 

 

 



－ 12 － 

改正案 現行 

第 3号様式の 2(第 10条関係) 

 

 

 

第 3号様式の 2(第 10条関係) 

 

 



－ 13 － 

改正案 現行 

第 3号様式の 3(第 10条関係) 

・申請者押印欄を削る。 

 

 

第 3号様式の 3(第 10条関係) 

 

 



－ 14 － 

改正案 現行 

第 4号様式(第 11条関係) 

・「あて」を「宛」に改め、「㊞」を削る。 

 

 

第 4号様式(第 11条関係) 

 

 



－ 15 － 

改正案 現行 

第 6号様式(第 15条関係) 

・「㊞」を削る。 

 

 

第 6号様式(第 15条関係) 

 

 



－ 16 － 

改正案 現行 

第 7号様式(第 16条関係) 

・「㊞」を削る。 

 

 

第 7号様式(第 16条関係) 

 

 



－ 17 － 

改正案 現行 

第 7号様式の 2（第 17条の 2関係） 

・「㊞」を削る。 

 

 

第 7号様式の 2（第 17条の 2関係） 

 

 



－ 18 － 

改正案 現行 

第 7号様式の 3（第 17条の 2関係） 

・「㊞」を削る。 

 

 

第 7号様式の 3（第 17条の 2関係） 

 

 



－ 19 － 

改正案 現行 

第 7号様式の 4（第 17条の 2関係） 

・「㊞」を削る。 

 

 

第 7号様式の 4（第 17条の 2関係） 

 

 



－ 20 － 

改正案 現行 

第 7号様式の 4（第 17条の 2関係） 

・申請者押印欄を削る。 

・「学校長印」を「決裁権者」に改める。 

・各記入欄等の順番を改める。 

 

第 7号様式の 4（第 17条の 2関係） 

 

 



－ 21 － 

改正案 現行 

第 7号様式の 5（第 17条の 2関係） 

・「㊞」を削る。 

 

 

第 7号様式の 5（第 17条の 2関係） 

 

 



－ 22 － 

改正案 現行 

第 7号様式の 6（第 17条の 3関係） 

・「あて」を「宛」に改め、「㊞」を削る。 

 

 

第 7号様式の 6（第 17条の 3関係） 

 

 



－ 23 － 

改正案 現行 

第 7号様式の 7（第 17条の 4関係） 

・「㊞」を削る。 

 

 

第 7号様式の 7（第 17条の 4関係） 

 

 



－ 24 － 

改正案 現行 

第 7号様式の 8（第 17条の 5関係） 

・「㊞」を削る。 

 

 

第 7号様式の 8（第 17条の 5関係） 

 

 



－ 25 － 

改正案 現行 

第 7号様式の 9（第 17条の 6関係） 

・「㊞」を削る。 

 

 

第 7号様式の 9（第 17条の 6関係） 

 

 



－ 26 － 

改正案 現行 

第 7号様式の 10（第 17条の 7関係） 

・「㊞」を削る。 

 

 

第 7号様式の 10（第 17条の 7関係） 

 

 



－ 27 － 

改正案 現行 

第 7号様式の 11（第 17条の 8関係） 

・「㊞」「2 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略すること

ができる。」を削る。 

 

第 7号様式の 11（第 17条の 8関係） 

 

 



－ 28 － 

改正案 現行 

第 7号様式の 12（第 17条の 9関係） 

・「㊞」を削る。 

 

 

第 7号様式の 12（第 17条の 9関係） 

 

 



－ 29 － 

改正案 現行 

第 7号様式の 13（第 17条の 10関係） 

・「㊞」を削る。 

 

 

第 7号様式の 13（第 17条の 10関係） 

 

 



－ 30 － 

改正案 現行 

第 7号様式の 14（第 17条の 11関係） 

・「㊞」を削る。 

 

 

第 7号様式の 14（第 17条の 11関係） 

 

 



－ 31 － 

改正案 現行 

第 7号様式の 15（第 17条の 12関係） 

・「㊞」を削る。 

 

 

第 7号様式の 15（第 17条の 12関係） 

 

 



－ 32 － 

改正案 現行 

第 7号様式の 16（第 17条の 13関係） 

・「㊞」を削る。 

 

 

第 7号様式の 16（第 17条の 13関係） 

 

 



－ 33 － 

改正案 現行 

第 8号様式（第 18条関係） 

・「㊞」を削る。 

 

 

第 8号様式（第 18条関係） 

 

 



－ 34 － 

改正案 現行 

第 8号様式の 2(第 18条関係) 

・「㊞」を削る。 

 

 

第 8号様式の 2(第 18条関係) 

 

 



－ 35 － 

改正案 現行 

第 9号様式(第 20条関係) 

・「㊞」を削る。 

 

 

第 9号様式(第 20条関係) 

 

 



－ 36 － 

改正案 現行 

第 10号様式(第 21条関係) 

・「㊞」を削る。 

 

 

第 10号様式(第 21条関係) 

 

 



－ 37 － 

改正案 現行 

第 10号様式の 2(第 21条関係) 

・「印 」を削る。 

 

 

第 10号様式の 2(第 21条関係) 

 

 



－ 38 － 

改正案 現行 

第 11号様式(第 22条関係) 

・「㊞」を削る。 

 

 

第 11号様式(第 22条関係) 

 

 



－ 39 － 

改正案 現行 

第 12号様式(第 23条関係) 

・「㊞」を削る。 

 

 

第 12号様式(第 23条関係) 

 

 

 



- 40 - 

 

議案第１０号 資料 

 

●上尾市入学準備金・奨学金貸付条例施行規則 

平成２年３月31日教育委員会規則第１号 

 

（連帯保証人の資格） 

第２条 条例第３条第４号の連帯保証人は、独立の生計を営む年齢20歳18歳以上の者で、債

務を弁済する能力を有するものでなければならない。 

（入学準備金に関する規定の準用） 

第18条 この章に定めるもののほか、奨学金（貸付額の増額に係る申請及び決定の手続を除

く。）については、第２条、第４条、第５条及び第10条の規定を準用し、奨学金の貸付額の

増額に係る申請及び決定手続については、第２条の規定を準用する。 

凡例 「○○○」を加える場合・・・○○○ →太字＆網掛け 

「△△△」を削る場合・・・・△△△ →取消線＆斜体字 

ただし、改正する条等の部分のみ表記 

【改正要旨】 

第２条の規定による入学準備金の連帯保証人の資格及び第18条の規定により準用する奨学

金の連帯保証人の資格のうち、年齢要件を年齢20歳以上の者から18歳以上の者へ引き下げる。 


